
○別海町水産物加工品流通強化事業（水産物加工品流通強化事業）補助金交付要綱

令和６年４月１日別海町訓令第３４号

（目的）

第１条 この要綱は、別海町中小企業振興基本条例（平成 21 年別海町条例第 14号）第４条

第１号に規定する中小企業者等の経営基盤の強化を助長するとともに、同条例第 11条に

規定する中小企業の健全な発展と育成に向けた町民の理解と協力を促進するために、水

産加工品の流通強化に取り組む町内企業に対する補助金の交付について、別海町補助金

等交付規則（昭和 59 年別海町規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。

（補助対象者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者であり、別海町内で

水産加工品の製造を行う漁業協同組合、法人、個人事業主等であり、別海町内に本店又は

加工所を置く企業（個人事業主を含む。）とする。

（１）別海町暴力団排除条例（平成 24年９月 14日別海町条例第 23 号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団

関係事業者でない者

（２）町税を滞納していない者

（３）この補助金の交付申請日時点において、町内で水産加工業を１年以上営む者（ただ

し、創業計画段階あるいは創業後１年を経過していない者については、事業計画及び

資金計画が健全と認められる場合はこの限りではない。）

（補助対象事業等）

第３条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

（１）販売を目的として別海町産の水産物を加工した加工品の開発を行う事業

（２）水産物（未利用魚を含む。）を活用した既存の加工品の改良により付加価値の向上

に取り組む販売の拡大を図る事業

（３）水産物を活用した加工品の製造能力の省エネ化、効率化等の強化に取り組む事業

（４）水産加工における HACCP 取得等の衛生管理機能の向上及び環境負荷の負担軽減に

取り組む事業

２ 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実施に

要する経費とし、別表１に定めるところの経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助

の対象としない。

（１）消費税及び地方消費税相当分

（２）証拠資料等による支払金額が確認できない経費

（３）補助対象事業に対する必要性が不明確な経費

（４）建物及び躯体を主とした工事



３ 補助金の額は、別表２に定める補助率及び補助金上限額により算定した額とし、予算の

範囲内で決定するものとする。ただし、万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。

４ 第 1項各号に規定する事業について、国及び道などが実施する補助事業等がある場合

は、これを活用することとし、第２項に規定する補助対象経費については、国及び道など

からの補助金等を控除した額とする。また、補助金等の額は、第３項に規定する額とする。

ただし、国及び道などが実施する補助事業等において、補助残に対する補助が認められ

ていない場合は、この限りではない。

（補助金の交付申請）

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

（１）事業実施計画書（第２号様式）

（２）事業収支予算書（第３号様式）

（３）誓約書兼同意書（第４号様式）

（４）補助事業の実施に係る契約書及び経費の内訳が確認できる見積書、図面等の写し

（５）機器等のカタログがある場合はその写し

（６）補助事業の実施場所の現況写真

（７）履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書の写し（法人のみ提出、ただし、漁業

協同組合は提出を要しない。）

（８）住民票の写し（個人事業者のみ提出）

（９）町税完納証明書

（10）水産食料品製造業を営んでいることを証明する書類の写し

（11）国及び道などが実施する補助事業等の対象となる事業を活用する場合においては、

その事業概要が確認できる書類又はその交付申請書類の写し

（12）その他町長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第５条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を

行い適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書（第５

号様式）により申請者に通知する。

２ 前項の審査により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、交付しない旨の決

定をし、その旨を補助金不交付決定通知書（第６号様式）により申請者に通知する。

（事業計画の変更）

第６条 補助金交付決定通知書を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、事業内

容や計画に変更が生じたときは、補助金等交付変更（中止）承認申請書（第７号様式）を

町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該事業の目的に変更を来た

さないでその事業量又は事業費がその 20パーセント以内の減額の場合等、軽微な変更は



この限りではない。

２ 町長は、前項の申請内容を適当と認めた場合は、その旨を交付決定者に通知するものと

する。

（実績報告）

第７条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書（第８号様式）、

事業精算書（第９号様式）に次に掲げる書類を添付し、すみやかに町長に提出しなければ

ならない。

（１）事業完了写真

（２）経費の内訳が確認できる請求書又は支払領収書の写し

（３）国及び道などが実施する補助事業等の対象となる事業を活用した場合においては、

その補助金等の交付の決定を証明する書類の写し

（４）その他町長が必要と認める書類

（補助金の請求）

第８条 交付決定者は、当該年度末日までに、補助金交付決定通知書（様式第５号）の写し

を添えて、町長に補助金の請求書（第 10号様式）を提出しなければならない。

（補助金の交付決定の取消し）

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第９条の規定により補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（１）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（２）補助金を事業目的以外に使用したとき。

（３）その他不正があったとき。

（補助金の返還）

第 10 条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交

付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。

（実地検査）

第 11 条 町長は、補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確認検査のため実

地検査を行うことができる。

（その他）

第 12 条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。



別表 １

別表 ２

補助対象事業 補助対象経費

機器導入目的が次に掲げるいずれかに該

当する事業

・新商品開発

・付加価値の向上

・生産コスト削減

・衛生環境改善

機器、運搬費、設置費、処分費（機器入替

時）、調整及び試験費、機器導入に必要な電

気及び給排水工事

補助金上限額 補助金下限額 単位 補助率

2,000 万円 20 万円 万円（万円未満切り捨て） 3分の 2以内


